
明石市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０条第１項の規定によ

る福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７６号）において使用する用語の例による。 

 （基本方針） 

第３条 福祉ホームは、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室

その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効

果的に行うものでなければならない。 

２ 福祉ホームの設置者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の

立場に立ったサービスを提供しなければならない。 

３ 福祉ホームの設置者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、

障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者等との連携に努めなければならない。 

４ 福祉ホームの設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する

等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （設備基準） 

第４条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、か

つ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生及び防災について十分考慮されたも

のでなければならない。 

２ 福祉ホームの建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に

規定する耐火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐

火建築物をいう。）でなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りで

ない。 

３ 福祉ホームの設置者は、規則で定める基準に従い、事業に必要な設備を備えな



ければならない。 

 （規模） 

第５条 福祉ホームの利用可能人数の下限については、規則で定める。 

 （職員） 

第６条 福祉ホームの設置者は、規則で定める基準に従い、必要な職員を置かなけ

ればならない。 

（運営基準） 

第７条 福祉ホームの設置者は、福祉ホームの運営に当たっては、次に掲げる事項

について規則で定める基準に従わなければならない。 

 (１) 運営規程の制定 

 (２) 非常災害対策の実施 

 (３) サービスの提供の記録 

 (４) 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録の整備 

 (５) 利用者への金銭支払請求 

 (６) 定員の遵守 

 (７) 衛生管理 

 (８) 秘密保持 

 (９) 苦情解決 

 (１０) 事故の発生又は再発の防止のための措置及び事故発生時の対応 

 (１１) 福祉ホームの運営からの暴力団等の排除 

 (１２) 福祉ホームの運営の内容についての自己評価の実施及びその公表 

 (１３) 職員に対する計画的な研修の実施及びその記録の保存 

 (１４) その他適切な福祉ホームの運営に関して必要な事項 

（虐待の禁止） 

第８条 福祉ホームの職員は、利用者に対し、障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）第２条第７項各号に掲

げる行為をしてはならない。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


